
(別紙) 

自主共済制度の保険業法の適用見直しを求める意見書 

 

第１６２通常国会で成立した「保険業法等の一部を改正する法律」（以下、「保険業法」

とする）によって、障害者団体やＰＴＡをはじめとする各団体が、その目的の一つとして

構成員のために自主的かつ健全に運営してきた共済制度が存続の危機に追い込まれていま

す。 

保険業法の改正の趣旨は、共済を名乗って不特定多数の消費者に保険商品を販売し、消

費者被害をもたらした、いわゆる「ニセ共済」を規制し、消費者を保護することが目的で

した。 

しかし、当初の趣旨が保険業法とその政省令策定の段階で大きく逸脱し、自主共済制度

も保険会社に準じた規制を受けることとなりました。その結果、制度の存続が困難な団体

は廃止・解散を迫られ、制度からの脱退を余儀なくされるなど深刻な事態になっています。 

そもそも共済は、団体の目的の一つとして構成員の相互扶助のために創設され、日本社

会に深く根を下ろしてきました。仲間同士の助け合いを目的に自主的かつ健全に運営して

きた自主共済制度は、利益を追求する保険業とは全く異なります。その自主共済制度を保

険会社と同列に置き、株式会社や相互会社を設立しなければ運営できないようにするなど、

一律かつ強制的な規制と負担の押し付けは、多くの自主共済制度を廃止に追い込むことに

なります。これは、契約者保護、消費者保護を目的とした法改正の趣旨にも反するばかり

か、憲法が保障する結社の自由、団体の自治権を侵すことにもなります。 

以上のことから、下記の事項を実施されるよう強く要求する。 

 

記 

 

・団体が目的の一つとして構成員のために自主的かつ健全に運営されている共済制度につ

いて、保険業法附則第２条「経過措置」期間を 4 月 1 日に遡って１年間延長すること。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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